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ドイツにおける難民政策の課題とその憲法的意義

Angela Merkel：「我々にはできます。」。（Wir schaffen das.）

同：「我々は，我が国で非常に多くのものを共に背負わなければなりませんが，このこ

とが，繰り返され過ぎた 3 語では，すぐに表現されていないことは，よく分かっています。」

（2016 年 9 月）
1）

1．はじめに

　ドイツ連邦共和国は，2015 年頃からの庇護希望者（Asylsuchende）の急増によ

り，いわゆる「難民危機（Flüchtlingskrise）」のなかにあるといわれている
2）。そ

の主因が中東の情勢にあることは，改めて指摘するまでもないであろう。その一

方，「危機」が語られるようになるにともない，「政治的に迫害を受けた者は，庇

護権を享有する。（Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.）」と規定するドイツ基本

法 16a 条 1 項に見られる態度決定に忠実であろうとする政府の姿勢が，当初の賞

賛から一転して批判を受けるようになったことも，周知のとおりである。冒頭に

引用した Merkel 首相のふたつの発言は，このことを如実に物語っているといえ

よう。もっとも，この状況においてもドイツ政府は，難民に対する政策を基本的

に変更することなく，制度改革や外交努力によって問題を解決しようとしている。

しかし，危機は，これにとどまらず，ドイツの国家・社会の統合への影響という，

より広範かつ深刻な波及効果を及ぼしているように思われる。本稿は，こうした

「難民危機」およびそれを契機として生じた諸問題を主として法制度的な観点か

ら考察し，とくに憲法との関係に関する論点に分析を加えるものである。
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　以下では，難民法制度の現状と運用を確認したのち（2），いわゆる「難民危機」

とその影響を受けて発生した諸問題を概観し，それへの連邦政府の対応を明らかに

する（3）。そのうえで，そこにみられる憲法にかかわる論点を析出し（4），これに

ついて国家の統合と憲法という観点から，若干の考察を加えることにしたい（5）。

2．難民法制度の現状と運用

（1）根拠規定

①　基本法 16a 条 1 項

　ドイツ基本法（以下，単に「基本法」ということがある。）16a 条 1 項は，上

記のとおり，政治的に迫害を受けた者に庇護権を保障する規定を置いている（以

下，「本条項」という）。基本法のなかで唯一，外国人のみを享有主体とするこの

規定は
3），現在では改正条項のなかに置かれているが，もともと 1949 年の基本法

制定当初より 16 条 2 項 2 文として規定されていたものであった。この基本権と

しては特異な性格をもつ規定が置かれた背景には，ナチスによる迫害を受けた約

50 万人ともいわれる難民がドイツから 80 か国に受入れられたという経緯がある

ことが知られている
4）。

　基本法（旧）16 条 2 項 2 文の制定過程について，「バイエルン難民法」の著者，

Ulrich Becker が，今日の難民危機が始まる前の 2005 年の基本法コンメンタール

で指摘している次の事実は，今日の情況との関係でも興味深い。

　「 〔基本法草案の〕審議では，伝統的な強制送還との関係が大きな問題となり，とくに

国際法との関係が何度も強調された。しかし，基本法の制定者たちは，庇護の保障

を自由，民主主義その他の目的に貢献した者に限定することに反対したばかりでな

く，規定の実効性を危くする，いかなる制限にも反対した。また，迫害を受けた者

が 16 条 2 項 2 文を拠り所にできること，つまり，この条項が保護への権利を含んで

いるということについても，意見の一致があった。直接に体験した戦争の惨禍にか

んがみると，議会的審議会は，庇護権を少数の個人的な不運に見舞われた難民のみ

が主張するものではない，という立場を取っていたと考えられる。もっとも，庇護

権保障がもつ影響に関しては，明確な認識が存在していたわけではなかったのであ

ろうが。」
5）

　ここにいう「庇護権保障がもつ影響」は，皮肉にも現在では明確に認識され

るところとなっているが，基本法制定当初，庇護申請数は非常に少なく，本条
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項がもつ社会的意義はさほど大きなものではなかった
6）。しかし，1980 年代に入

り庇護の申請数は増加の傾向を見せ，1990 年代になると，いわゆるユーゴスラ

ビア紛争の影響を受けて申請数は激増する。これに対応するために，1992 年に

キリスト教民主同盟／社会同盟（CDU/CSU）および自由民主党（FDP）の連立

与党と最大野党である社会民主党（SPD）の間で成立したいわゆる「庇護の妥協

（Asylkompromiss）」の結果，翌年に基本法が改正され 16a 条が新設された
7）。そ

の 1 項に本条項がそのままのかたちで移されるとともに，2 項以下に難民の受入

れを抑制することを主旨とする規定が置かれることになった。この改革の経緯に

ついても，本稿の考察との関係で，上記のコンメンタールにおける解説を縁に概

観しておこう。

　一般に，庇護の認定手続を慎重に行えば，決定の誤りを防ぐことができる代わ

りに，庇護を受ける権利のない外国人も長く滞在することになり，その送還が難

しくなる。その一方，手続を短縮すれば，政治的迫害から保護を必要とする者を

送還してしまい，庇護制度の目的を達成できなくなる恐れがある。このジレンマ

を解決するために，個人の庇護権の代わりに集団の庇護権というものを導入し，

保護を必要とする外国人の受入枠を定めることが考えられた。これは，政治的に

迫害された個人の保護という理念からの離脱を意味するが，こうした考え方に対

応したのが庇護権を完全に基本法から削除するという提案であった。しかし，国

際的な状況にもかんがみて，憲法改正は権利としての庇護権を維持すると同時に，

それを憲法上，制限するという方向がとられた
8）。

　こうして行われた庇護法改正のおもな目的は，庇護申請者の数を減らすことに

あった。立法者は，庇護権の認定率が比較的低いことから，「庇護権の主張は，非

常に広い範囲で，経済的その他の十分ではない理由による無制約な流入の手段と

なってしまった」という結論を導いたのである。それゆえ目指されたのは，不当に

庇護権を主張することを阻止し，保護の必要のない外国人を長期の庇護手続から排

除し，庇護権に関する行政および司法手続をコントロールすることであった
9）。

　もっとも，上記のとおり，これらの目的は，権利としての庇護権という構成を放

棄することなく実現されるべきであるとされた
10）。その結果，政治的に迫害された

者は庇護権を享有するという 16 条 2 項 2 文は，そのまま 16a 条 1 項となり，2 項

以降で，これを制限する規定がおかれることになった
11）。2 項では，安全な第三国

（出身国とドイツ以外の国）を経由して入国した者を庇護権の対象外としている。3

項では，安全な出身国から来た庇護申請者は，政治的迫害を受けていないものと推
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定するとしている。4 項は，3 項の申請者および，明らかに理由のない庇護申請に

ついては，在留終了の措置の実施手続きを簡略化している。5 項は，難民問題の国

際的な解決への参加を実現するために，国際条約の留保を認めている。

②　難民の地位に関する条約

　基本法の制定後，ドイツは，1951 年 7 月 28 日の「難民の地位に関する条約

（Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge）」に加入している。本条約は，

一般に「ジュネーブ難民条約（Genfer Flüchtlingskonvention）」と呼ばれており，

1954 年 4 月 22 日発効している
12）。その後，同条約の地理的・時間的制約を取り

除いた「難民の地位に関する議定書」が 1967 年 1 月 31 日に採択され，両者をあ

わせて「難民条約」と呼ぶ慣わしである。難民条約は，難民の法的地位に関する

最も包括的な条約であり，難民の取り扱いに関する最小限の人道的基準を設定し

たものとされている
13）。

　ジュネーブ難民条約の第 1 条では，難民を「人種，宗教，国籍もしくは特定の

社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれが

あるという十分に理由のある恐怖を有するために，国籍国の外にいる者であって，

その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国

籍国の保護を受けることを望まない者」と定義している。同条約では特に，難民

を生命や自由が脅威にさらされるおそれのある国へ強制的に追放したり，帰還さ

せることを禁止する，いわゆるノン・ルフルマンの原則（33 条）や，庇護申請国

への不法入国また不法滞在を理由とする難民の処罰の禁止（31 条）などを規定し

ている。

　もっとも，ジュネーブ難民条約は庇護権を保障しておらず，単に，いかなる者

が難民であり，どのような法的地位が難民に許容されうるのかを示しているに過

ぎない
14）。しかし，同条約が規定する「難民」の認定は，次に見る庇護法にもと

づき，基本法 16a 条が規定する庇護権認定よりも，はるかに多く行われており，

その意味で，同条約は今日の難民政策において最も重要な役割をはたしていると

いうことができる。

③難民法

　基本法 16a 条を具体化するとともに，難民条約等の条約を国内法化する諸法律

は「難民法（Flüchtlingsrecht）」と呼ばれることがあるが，そのなかで主要な意味



法政治研究 第 3 号（2017 年 3 月） 127

を持つとされるのが以下の 3 本の法律である
15）。

　 第 一 は，「 庇 護 法（Asylgesetz）」（2015 年 10 月 の 改 正 ま で は 庇 護 手 続 法

（Asylverfahrensgesetz））である。同法は，基本法 16a 条 1 項による政治的迫害か

らの保護，ジュネーブ難民条約による保護を含む EU 指令（2011/95/EU）に基づ

く国際的な保護を申請した外国人（同法では，これらの者を一括して「庇護申請

者」と呼んでいる。）に適用される。同法は，ジュネーブ難民条約における難民

該当性の要件，所管官庁である連邦移民難民庁（BAMF: Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge. 1953 年に内務省の外局として設立。2005 年に現在の名称に改称）

などについて規定しているほか，とくに，庇護申請から滞在の終了までの「庇護

手続」について詳細な規定を置いている
16）。

　第二は，移民及び難民のドイツ滞在中における法的地位を規定した「滞在法

（Aufenthaltsgesetz）」である。同法は，1 条において，移民に関する規律を趣旨と

することに加えて，目的のひとつとしてドイツの人道的義務の実現を掲げ，連邦

領域内における外国人の滞在，収益活動および統合に関する規律を行うものであ

るとしている。

　第三は，庇護申請者への給付の種類と金額を規定した「庇護申請者給付法

（Asylbewerberleistungsgesetz）」である。庇護申請者は，同法に基づき基礎給付及

び病気の場合などの給付を受けることができるとされている
17）。

（2）難民資格の認定手続等の流れ

　庇護権や難民資格等の認定を行う所管官庁である連邦移民難民庁（以下，

「BAMF」という。）は，そのウェブサイトのなかで，上記の法令に基づく手続き

の流れを具体的かつ詳細に紹介している
18）。以下では，その構成に従って現時点

での難民法の運用を概観しておくことにしよう。

①　入国と登録

　庇護希望者（Asylsuchende）は入国後，直ちにドイツ当局（例：警察署，外国

人局等）に申出ることとされている。申出後は，「PIK（Personalisierungsinfrastruk-

turkomponente）出張所」において，連邦警察，州警察，BAMF の職員などにより，

庇護希望者の個人情報，写真，指紋が登録され，「入国証（Ankunftsnachweis）」

が発行される。この入国証は，滞在，宿泊，医療サービス等に使用される。
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②　庇護希望者の当初の割当て

　庇護希望者は，まずは直近の受入施設に受入れられるが，その後，各受入施設

の収容能力あるいは出身国を考慮して，他の受入施設に移送されることもある。

これが「当初の割当て」（Erstverteilung der Asylsuchenden（EASY））と呼ばれる

ものであるが，その際，各州の受入状況に偏りが生じないようにするため，一定

の基準にしたがって割当てが行われることになっている。この基準は「ケーニッ

ヒシュタイン基準」と呼ばれ，各ラントの税収（比率 3 分の 2）と人口（比率 3

分の 1）をもとに連邦の財政負担を百分率で配分した基準であり，これを適用して，

各州に庇護申請者を割当てるものである（難民法 45 条参照）
19）。

③　担当の受入施設

　担当の受入施設は，庇護希望者の保護と給付を担当する。その根拠法は，上記

の庇護申請者給付法であり，同法によれば，給付には「基礎給付」（3 条）と「病

気の場合等の給付」（4 条及び 6 条）がある。基礎給付は，現物給付および金銭給

付によって行われるが，後者については，かつて社会扶助（我が国の生活保護に

相当）の 60％とされていたものが，「人間の尊厳にふさわしい最低限度の生活を

保障するものでなければならない」という理由で，2012 年 7 月 18 日の連邦憲法

裁判所によって違憲と判断されたことがあり，現在では社会扶助の 90％となって

いる
20）。

④　個人による庇護申請

　BAMF の出張所などにおいて，庇護希望者による庇護申請が行われる。申請は，

原則として本人が出頭して行われ，文書で行うことは許されない。申請者は，可

能な限り，パスポート，運転免許証，出生証明書などで自らの身元を明らかにす

る必要が有る。申請者には，写真撮影，指紋押捺（14 歳以上）が実施されること

になるが，それにより過去の申請や外国での申請の有無が調査される。後者は，

後にみるダブリン手続との関係で重要な意味をもっている。

　庇護申請を行った者には，「入国証」にかわる「滞在許可証（Aufenthaltsgestattung）」

が発行される。これは，庇護申請者として適法にドイツに滞在していることを証明

するものであるが，滞在は，まずは受入施設のある地域に限られる。

　庇護申請のうち，先に見た基本法 16a 条 3 項により，「安全な出身国」から

来た者については原則として却下または棄却される（アルバニア，ボスニア・
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ヘルツェゴビナ，ガーナ，コソボ，マケドニア，モンテネグロ，セネガル及

びセルビア）。これらの者は，「在留の見込みの低い者（Personen mit geringer 

Bleibeperspektive）」とされ，受入施設に居住する期限のない義務が課されると

ともに，受入地域を離れるには許可が必要となる。これに対して，上記以外の国 

（例：シリア，アフガニスタン）から来た者は，在留の見込みの高い者（Personen 

mit guter Bleibeperspektive）とされ，3 カ月の居住義務が課された後，多くは，

州の決定により，受入施設から集合宿泊所または住宅に引越しことになる。

⑤　「ダブリン手続」の審査

　ダブリン手続とは，EU 加盟国ならびにノルウェー，アイスランド，スイスお

よびリヒテンシュタインが加盟する「ダブリン協定（1990 年署名，1997 年発効）」

にもとづく手続のことを指す。同協定は，庇護申請者が入国したことを最初に把

握した国に庇護手続の実施義務を課すもので，庇護申請者の「たらい回し」の防止，

複数の国での庇護申請の防止をその目的としている。先にも触れたように，この

手続では庇護申請者の身元を明らかにすることにより，すでに他のダブリン協定

加盟国において庇護申請をしていないかを調査するが，ドイツ政府は，2015 年 8

月にシリア難民には大部分，ダブリン手続を実施していないと発表した
21）。

⑥　個別の聴聞（Persönliche Anhörung）

　庇護申請者に対して行われる個別の聴聞は，BAMF が決定を行う際の判断が

形成される場面であり，庇護手続の中でも最も重要な部分である。そこでは，

BAMF の審判官（Entscheiderinnen und Entscheider）が庇護申請者の申請に至る

経緯，出身国に送還された場合の状況を聴くが，通訳，弁護士，保護者も同席可

能である。申請者には真実を述べ，可能な限り証拠を提出することが義務づけら

れる。聴聞の内容は文書化され，申請者が母国語でも内容を確認する。なお，聴

聞の過程で庇護申請者が身分を偽っている疑いが生じた場合，保安課に通報する

こととされている。

⑦　BAMF の決定，保護の諸形態

　庇護申請者になんらかの形態の保護を与える BAMF の決定には，a．庇護権認定

（基本法 16a 条 1 項），b．難民認定（3 条 1 項），c．補充的保護（4 条 1 項），d．国

外退去強制の禁止（60 条 5 項及び 7 項）がある。これらの保護のいずれもが与え
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られない場合には，庇護申請は拒否される（abgelehnt）ことになる。また，上記

のダブリン手続において庇護申請が他のダブリン協定加盟国の管轄であることが

明らかになった場合には，当該申請は不適法（unzulässig）とされる。さらに，庇

護申請が取下げられた場合や申請者が聴聞に現れないなどして手続を進めない場

合は，手続が停止される（eingestellt）。このように保護が与えられない場合には，

庇護申請者に対して国外退去処分が下されることになるが，その期限は 30 日以

内であり，「明らかに理由のない場合」には 1 週間となっている。これに不服の

ある保護申請者は，保護措置の義務付け訴訟を提起することができる。以下では，

4 つの保護形態について，その内容を確認しておこう。

　a．庇護権の認定は，基本法 16a 条に基づく認定であり，その要件は，同条同

項の「政治的に迫害された者」という以外に実定法上は存在しない。したがって，

認定要件の内容は，連邦憲法裁判所の判例が形成しているということになる。「政

治的に迫害された者」の概念について連邦憲法裁判所は，基本的に次に見るジュ

ネーブ難民条約の難民資格の要件に強く依拠しているといわれる。すなわち，同

裁判所によれば庇護権の指導理念は，いかなる国家も「身体，生命または個人の

人身の自由を，彼の政治的信条，宗教的立場または他者との違いを現す不可譲の

特性のみに基づく理由から，これを危うくし，または侵害してはならない。」
22）と

いうことである。ここにいう不可譲の特性には，民族，国籍，性別，障害，性的

指向などが含まれる。もっとも，「迫害」の存在については，ジュネーブ条約の

難民の定義におけるように「恐怖を有する」という主観的なものでは足りず，客

観的に判断される点で難民資格の要件よりも狭いと考えられることが指摘されて

いる。また，1993 年の基本法改正により，庇護権申請者の範囲が限定されたこと

は先に触れたとおりである。

　庇護権の認定が行われた場合，最長 3 年の滞在許可が与えられる（更新可。滞

在法 26 条 1 項）。5 年以上の滞在後は，生計が十分に確保されている，ドイツ語

の十分な能力があるなどの要件を充たせば，定住許可（Niederlassungserlaubnis）

が与えられる（滞在法 26 条 3 項）。

　b．難民資格の認定は，難民条約上の難民に該当するという認定である。庇護

法 3 条 1 項によれば，その認定の要件は次のように規定されている。

　 1．人種，宗教，国籍，政治的信念または特定の社会集団（性的指向に基づくものも含む）

に属することを理由とする迫害から逃れるために，
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　 2．（出身）国の外におり，

　 a．その国の保護を要求できないか，迫害のために要求することを望まない場合，または

　 b．その国に無国籍者として在留したが，その国に帰ることができないか，迫害のた

めに帰ることを望まない場合。

　この要件は，先にみたように庇護権のそれよりも広く，難民認定のハードルは比

較的低い。そして，難民資格の認定が行われた場合の効果は，上記の庇護権の場合

と全く同様である（滞在法 26 条 3 項）。このことから，先にも触れた通り，難民資

格の認定件数は，庇護権の認定よりもはるかに多くなっており，後者の存在意義が

問われる事態となっているが，この点については，後に改めて検討したい。

　c．補充的保護（Subsidiärer Schutz）は，EU 指令（2011/95/EU）に基づくもので，

庇護権や難民資格の認定を受けられないが，出身国において深刻な損害を受ける

怖れがある場合に与えられる保護の形態である
23）。認定の要件は，難民法 4 条 1

項に規定されており，「深刻な損害」としては，1．死刑の宣告または執行，2．拷問，

非人間的もしくは屈辱的な取扱い，または科刑，3．国内または国際的な武力紛争

における恣意的な暴力による，文民の生命または身体への深刻な脅威が掲げられ

ている。

　補充的保護の認定を受けると，1 年の滞在許可が与えられ，2 年ごとの延長が

可能である（滞在法 26 条 1 項 3 文）。5 年以上の滞在後，生計の確保，ドイツ語

能力などの要件を充たすと定住許可が与えられることは，これまでの保護の形態

と同様である。

　d．国外退去強制の禁止（Abschiebungsverbot）は，庇護権，難民資格，補充的

保護のいずれもが認められなかった場合に，一定の理由により，庇護申請者がド

イツ国内に滞在できることを認めるものである
24）。認定の要件は，滞在法 60 条 5

項及び 7 項に規定されており，前者は，1950 年 11 月 4 日の人権と基本的自由の

保護のための条約（いわゆる「欧州人権条約」）上，国外強制退去が認められな

い場合であり，後者は，退去先の国に，身体，生命，自由への重大かつ具体的な

危険が存在する場合である。

　国外退去強制の禁止が認められると，1 年以上の滞在許可が与えられ（滞在法

26 条 1 項 4 文），延長も可能である。他の保護の形態と同様，5 年の滞在後，生

計の確保，ドイツ語能力など一定の条件を満たすと定住許可が与えられる。
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3．「難民危機」とその影響への対応

（1）「難民危機」とその影響

　こんにちの難民危機の契機となったのが，2015 年頃からの庇護希望者・申請

者の増大にあったことは冒頭に触れたとおりである。先にみたユーゴスラビア紛

争の影響で申請数が急増した時期（1990 年から 1994 年）には 1992 年の 438.191

件が最高であったのに対し，2015 年には 476.649 件，2016 年には 11 月の時点で

723.027 件となっている。庇護希望者は 2015 年には 100 万人を超えたが，2015 年

11 月の 206.101 人をピークに，とくに後に見る EU とトルコとの合意の後は急減

しており，1 年後の 2016 年 11 月には 17.556 人と急増前の 2014 年前半の水準に戻っ

ている
25）。とはいえ，BAMF は，膨大な量の庇護手続を進めなければならないこ

とに疑いはなく，そのための制度改革がすでに行われているところである。

　しかし，庇護希望者・申請者の増加は，それ自体への対応という問題を超えて，

新たな社会的・政治的な動向を引き起こしつつあり，さらなる対応をめぐる議論

が生じている。

　第一は，PEGIDA と呼ばれる「西欧のイスラム化に反対する欧州愛国主義者」

およびその運動（Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes）

の展開である。これは，2014 年 10 月のドレスデンでの「反イスラム化」デモか

ら発展したもので，同年 12 月には，団体として登録されている
26）。その後，同

様の趣旨の運動・団体がドイツ全土に拡大しており，その中には州憲法保護局

の監視を受けているものもある
27）。また，PEGIDA 以降，時期を同じくして難民

に対する攻撃が拡大しており，デモの影響という指摘がなされている
28）。なお，

PEGIDA の設立当時の代表であった Lutz Bachmann（1973 －）は，Facebook 上で

難民を侮辱等したとして 2015 年秋にドイツ刑法典 130 条が規定する民衆扇動罪

（Volkverhetzung）の容疑で起訴されている
29）。2016 年 5 月 3 日，ドレスデン簡易

裁判所から罰金刑の有罪判決を受けた後
30），控訴したが，同年 11 月 30 日ドレス

デン地方裁判所は第 1 審判決を維持し，有罪が確定している
31）。

　第二は，政党「ドイツのための選択肢」（AfD: Alternative für Deutschland）の躍

進である。同党は，2013 年 2 月にユーロ政策への反対を唱えて設立され，2014 年

の欧州議会選挙で 2 議席を獲得し，同年のドイツ州選挙でも議席獲得している
32）。

2015 年の内紛後に Frauke Petry（1975 －）が実権を握ったのを契機に，同党の政

策が当初の欧州連合懐疑から，反イスラム化へと変化していることが指摘されて
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いる
33）。同党の綱領（2016 年 5 月 1 日）

34）では，「イスラム教はドイツに属さない

（Der Islam gehört nicht zu Deutschland）」という節がおかれ，そこでは「イスラム

の信仰のあり方は，自由で民主的な基本的秩序や我々の法律に反しており，我々

の文化のユダヤ・キリスト教そして人道的な基礎に反するものであり，AfD は，

これに明確に反対する」，「シャリアの諸規定は，我々の法秩序および我々の価値

と相容れない」，イスラム教の拡大は，「我々の国家に対する重大な挑戦である」

という記述が見られる。こうした内容を含む綱領に鑑みて，AfD は，「欧州におけ

る他の右翼ポピュリズム政党に……政治的内容において明らかに近づいている」

という指摘もある
35）。また，AfD のなかにも PEGIDA へのシンパシーを示す勢力

が少なからずあると見られている
36）。同党は，2013 年の連邦議会選挙では得票率

4.7％となり議席を獲得できなかったが，2016 年の各州選挙では，ときには得票

率 20％を超える躍進を見せており，2016 年 12 月現在，各調査機関による連邦レ

ベルでの政党支持率は 10 ～ 15％となっている
37）。

　以上の 2 つの動向は，いずれも現在の難民政策がドイツの国家・社会の統合という

観点から課題に直面していることを示すものといえよう。以下では，庇護希望者数の

増加に加えて，こうした課題への対応を含めて，近年の動向を見ておくことにしたい。

（2）難民危機への対応

①　庇護手続迅速化法律（Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz）

　2015 年 10 月 20 日に制定（同年 10 月 24 日施行）された庇護手続迅速化法律は，

庇護法，庇護申請者給付法および滞在法の改正を主な内容とするもので，その背

景と目的は，連邦政府が提出した法案（同年 9 月 25 日提出）の冒頭に次のよう

にまとめられている。

　「 ドイツは，数か月来，戦争，迫害，窮乏からの保護を求める前例のない数の庇護申

請者の目的地となっている。他の多くの欧州連合加盟国と比較して，ドイツは，こ

れにともない遥かに過剰な負担を強いられている。現在の 2015 年だけで，約 80 万

人の庇護希望者が見込まれている。これに続く課題を克服するためには，庇護手続

を迅速化することが必要である。執行可能な出国義務者の退去〔手続〕を簡略化し，

不当な庇護申請をさらに増加させ得る誘因は除去しなければならない。加えて，多

数の庇護申請者と難民のドイツの滞在を保障できるよう，限定された期間，現行の

ルールと基準からの離反が認められるべきである。同時に，滞在できる見込みの高

い者の統合を改善することが必要である。」
38）
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　同法の施行にともない，庇護法については，庇護申請が原則として却下または

棄却される「安全な出身国」にアルバニア・コソボ，モンテネグロを追加する（別

表Ⅱ），国外退去命令に対する不服申立て期間を 1 週間に短縮する（34a 条），受

入施設の居住義務期間を延長する（47 条），行政裁判所内部に出身国別の部を設

置する（83 条 3 項）など 34 箇条の改正が行われた。庇護申請者給付法には，国

外退去期限が経過した者に対する給付の減額（1a 条 2 項），現金給付が不当な庇

護申請の誘因となっているとして，現物給付を拡大（3 条）するなど 12 箇条に改

正が加えられている。また，滞在法には，外国人に職業に関連したドイツ語講習

を義務付ける（45a 条），出国の期限を経過した場合，退去命令に改めて期限を付

すことを禁止する（59 条 1 項）など 20 箇条の改正が加えられた。さらに，建築

法典（Baugesetzbuch）が改正され，難民の受入施設および宿泊施設の整備を容易

にするため，それを目的とした既存の建物や住宅の改修については，一定期間，

建築法上の特例措置を設けることとされた（246 条 8 項および 11 ～ 17 項）。

②　EU への難民流入数の抑制

　難民流入はドイツ以外の EU 加盟国にとっても深刻な問題であったことから，

EU への難民流入数の抑制を図るために，2016 年 3 月に EU とトルコとの合意 

（„Deal“）が成立した。この合意は，トルコから滞在資格なしにギリシャ経由（い

わゆる「バルカンルート」）で EU に入った難民は，すべてトルコに送還し，その

中にシリア人がいる場合には，同人数を直接，トルコから難民として受入れると

いうものであった
39）。この合意が成立した同年 3 月以降，ドイツでの難民登録者

数は急減しており
40），現在では難民危機以前の水準に戻っていることは，すでに

見たとおりである。

　また，庇護手続迅速化法律により庇護法上の「安全な出身国」にアルバニア・コ

ソボ，モンテネグロを加えたのに続き，さらにモロッコ，アルジェリア，チュニジア 

（いわゆるマグレブ諸国）をこれに加えようとする動きがある。連邦政府の提案に

連邦議会は賛成したが，連邦参議院では，16 州のうち 11 州で政権に参加している

緑の党（BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN）が，マグレブ諸国における人権状況に重大

な疑念があるとして反対していることにより，成立に至っていない
41）。

③　統合政策

　以上の概観からも明らかなように，いわゆる「難民危機」自体に対しては，2015
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年から 2016 年にかけて様々な立法や外交を通じた対応がなされており，その成果

も確実に現れていると評価することができる。それにもかかわらず，これを契機と

してドイツ国家の統合が課題に直面する事態が進行しつつあり，ある意味で，一時

的な難民危機それ自体よりも深刻な影響を及ぼしているということもできるように

思われる。というのも，先に見た政治的な動向が継続するなか，ドイツ政府にも統

合政策の再検討を行う動きがあることが明らかとなっているからである。

　連邦内務大臣 Thomas de Maizière（CDU）は 2016 年 8 月 11 日に記者会見を行

い，「ドイツの安全性を高める計画」を提案している。それによれば，庇護手続

中に犯罪を犯した者や公共の安寧への脅威となっている外国人に対しては，より

厳しい滞在法上の措置をとること，二重国籍をもち外国でテロ組織に協力した者

は，ドイツ国籍を失うことなどを提案している
42）。また，その後に行われたイン

タビューのなかでは，二重国籍について次のように発言している
43）。「私は，本

来，人は一つの国籍に決定するということに賛成です。ずっと，ふたつの国籍を

持つべきではない。」。ドイツでは，2014 年までドイツで生まれた外国人の子はド

イツ国籍と両親の国籍をもち，18 歳から 23 歳の間にどちらの国籍を選択するか

決定し，選択しなかった国籍を放棄しなければならなかった。2014 年 12 月以降

は，こうした子は，ドイツ国籍と両親の国籍の両方を保持することができる。de 

Maizière は，現在の二重国籍を否定するつもりはないとしながら，「しかし，これは，

後の世代に受け継がれるべきではない」とも述べている。

　また，2016 年 8 月 19 日に発表された CDU/CSU 州内務大臣の「ベルリン宣言」は，

8 月 11 日の de Maizière の提案に賛意を示しつつ，「安全」，「難民，統合，社会的

共同」という 2 つのテーマを掲げ，多岐にわたる具体的な提案をしている。その

なかで，憲法上の論点を含むものとして注目されるのは，統合に関する次のよう

な提案である。すなわち，そこでは，「迫害，戦争，死から逃れてきた者には，我々

は保護を保障する。我々は，ただし，その代わりに難民に法と法律を遵守し，ド

イツ語を学び，統合の意思を証明することを期待する」という基本的立場が示さ

れている。そのうえで，外国の過激派組織に所属する二重国籍者からの国籍の剥

奪，ブルカなどで全身を覆うこと（Vollverschleierung）の禁止が提言されているが，

後者については次のような説明がある。

　「 全身を覆うことは，社会の結束の妨げとなる。それは，女性を蔑視する象徴として

女性の同権と尊厳に矛盾するものである。それは，分断された社会を助長し，統合
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の妨げとなっている。全身をベールで覆うことは，我々の社会的コンセンサスと矛

盾している。我々は，従って，そうすることを拒否し，すべての人間が顔をみせる

ことを要求する。」
44）

　もっとも，de Maizière は全面的な禁止は「憲法上問題がある」と認識しており，

メルケル首相も反対の旨を明言している
45）。ベリン宣言のなかでも，「少なくとも」

という限定つきながら，自動車の運転中，役所，学校，裁判所，デモなどにおい

て禁止することを提言するにとどまっている
46）。

4．難民法における基本法の意義

　全身を覆うことの禁止をめぐっては，憲法上のそれを含む非常に困難な問題が生

じることは，フランスの事例でも広く知られている
47）。ドイツでは，こうした問題

が難民危機により顕在化している以上，これに対応することが最も重要な意味をも

ち，実際に様々の立法，外交上の 手段が尽くされていることは，これまで見てきた

とおりである。他方，これまでの概観により，難民危機への対応として憲法改正が

中心的なテーマとなっていないことも確認できる。以下では，その背景を明らかに

するとともに，その意味するところについて検討を加えておきたい。

（1）庇護権認定の不要？

　先にもみたとおり，庇護申請者に与えられる保護の形態には，庇護権認定，難民

資格認定，補充的保護および国外退去強制の禁止があり，これは換言すれば，難民

法上の法的地位にはこれら 4 種類のものがあるということもできる。難民法の実務

に造詣の深いフランクフルト行政裁判所裁判官 Paul Tiedemann の著書，「難民法」

では，法的地位とは権利および義務を束ねたものであるとした上で，庇護権認定と

難民資格認定の法的地位が異なるといって意味があるのは，その権利（および義務）

が異なる場合であるという前提のもと，両者の関係を次のように説明している。

　「 庇護手続法〔筆者註：現行の庇護法。以下同じ。〕2 条 1 項は，庇護権者は，連邦の

領域においてジュネーブ難民条約による法的地位を享有すると規定している。した

がって，これによれば庇護権者と難民の権利および義務は同一である。（両者には）

違いがあり，ふたつの異なる法的地位があるという印象は，『庇護権者に，より有利

な法的地位を認める諸規定』は影響を受けないとする庇護手続法 2 条 2 項から生じ

る。しかし，そのような規定は存在しないのである！庇護権者と難民の権利と義務
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の束は，したがって，まったく同一である。このように見かけと異なり，ふたつの

異なる法的地位はなく，ひとつの同じ地位のみがある。相違があるのは，庇護権者

としての承認，または，難民要件の認定のために充たされなければならない前提条

件に関してのみである。たとえば，庇護権認定は，外国人がいわゆる安全な第三国

を経由して〔ドイツ〕連邦共和国に入国した場合には行われないが，難民資格の認

定は，その場合でも排除されない。」
48）

　以上のように，基本法上の庇護権者と難民条約上の難民の法的地位の間には，

いわば実定法上の内容において相違はなく，その要件のみが異なる。こうした意

味で両者は同一であるとすれば，その要件のあり方次第では，一方の法的地位が

その存在理由を失うことになると考えられることには，注意が必要である。この

点を Tiedemann は，次のように説明している。

　「 ……実際には，庇護権の要件が充たされているが，難民資格の要件が充たされてい

ないという事案は存在しない。しかし，逆の場合はあり得る。すなわち，難民資格

の要件が充たされたとしても，庇護権の要件は必ずしも充たされるわけではない。

なぜなら，庇護権のために越えるべき要件のハードルは，難民の認定のために越え

るべきそれよりも高いからである。一方で，基本法 16a 条 1 項により庇護権者であ

ると認められることが比較的にはずっと難しく，難民の要件の認定に到達すること

が容易であり，他方で，難民の地位が庇護権者の地位と相違がないのであれば，庇

護権は，今日，実質的には何の役割も果たしていない。より容易に到達できる難民

の認定の要件を充たすことで，常に十分だからである。庇護権と難民資格が併存し

ていることは，したがって常に不要なことであり，ドイツの難民法を無用に複雑化

しているのである。」
49）

　こうした見方からは，庇護権の認定は「空虚な儀式（leeres Ritual）」となってい

るとすら評されることになる
50）。実際に，下記の事情で，庇護権が認定される件数

は難民資格認定のそれと比較すると非常に少ない。したがって，難民危機への対応

が難民資格をめぐって議論され，その結果が，庇護権を規定した基本法ではなく諸

法律の改正に現れているのは，ある意味で当然のことであると考えられよう。

（2）難民危機における憲法の意義

　その一方，上記のとおり，難民危機への対応をめぐる議論では基本法の改正が

論じられていないが，その理由は，庇護権の意義が小さい点にのみあるわけでは
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ないだろう。というのも，「政治的に迫害された者は庇護権を享有する」という

規定は，上記の実務上の意義とは別に，現在の難民法の制度および運用にも重要

な影響を及ぼしていると考えられるからである。それにもかかわらず，庇護権を

めぐる基本法改正の議論が見られないことは，その基本的な考え方を変更する主

張が支配的になっていない，ということを意味していると思われる。最後に，こ

の点について，いくつか指摘を加えておくことにしたい。

　第一に，基本法 16a 条 2 項は「安全な第三国」を経由して入国した者を庇護権

の対象外としていることは既に見たとおりであるが，ドイツに国境を接する国は

すべて安全な第三国であることから，陸路でドイツに入国した外国人は，すべて

庇護権認定審査の対象外となっている
51）。その結果，2016 年における 11 月まで

のシリア人庇護申請者を例にとると，BAMF の 272,976 件の決定のなかで庇護権

認定を受けたのは 677 件（0.2％）であり，難民資格認定の 157,724 件（57.8％），

補充的保護の 109,156 件（40％）に比べると，ほとんどないといってよい
52）。こ

のように陸路でドイツに入国した外国人を，そもそも庇護権の対象としないこと

自体は，しかし，基本法 16a 条の趣旨を実現したものとは言い難いであろう。し

たがって，結局，難民資格や補充的保護には，実質的に庇護権を肩代わりする保

護という意義が与えられていると見ることができ，BAMF の決定のあり方には，

保護の形態の違いを超えて基本法 16a 条 1 項の根底にある，いわば国家としての

態度決定が影響を及ぼしていると考えられよう。

　第二に，こうした意味での基本法 16a 条 1 項の趣旨には，制定当初からの庇護

権の「いかなる制限にも反対した」という，法律学の用語でいえば「法律の留保」

の否定が含まれていると考えられる。また，それが客観的な法原則ではなく，外

国人がその保障を請求することができる基本権であるということも，1990 年代に

おける議論にかんがみて確認できる。これらの趣旨は，法律により庇護希望者の

受入枠を設けるといった選択肢を否定する意味をもっていることは，先に見たと

おりである。このことは，その政策的な評価とは別に，今日の「難民危機」を生

じさせている根本的な要因となっているといえよう。

　第三に，そうである以上，いま見たドイツ国家の統合をめぐる諸課題は，立法

や外交にといったいわば「対症療法」で解消するものではないだろう。その結果，

二重国籍や全身を覆うことの禁止という困難な問題に直面することは避けられ

ず，これに正面から取り組まざるを得ないことになるであろう。
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5．今後の展望―国家の統合と憲法

　本稿の冒頭でも見たように，「政治的に迫害された者は，庇護権を享有する」

という規定は，戦前のドイツにおける難民の発生という，ある種の「統合の破綻」

があったことを受けて，国家の態度決定として基本法に設けられたものであった。

その規定が，今日，新たな統合の課題を生じさせる要因となっていることは，皮

肉というほかないであろう。この課題に連邦政府が基本的に従来の憲法制度の枠

内で対応していることは，上記のような歴史的経緯に鑑みるとき，ひとつの見識

を示すものであることに疑いはない。もっとも，ドイツの国家・社会の統合とい

う観点から見た場合，憲法（改正）による対応という問題は，やはり忘れてはな

らない事柄であると思われる。

　この点で，今日，改めて参照に値するのは，統合の危機のなかにあったヴァイ

マル時代に「国家の統合プロセスの法秩序」
53）としての憲法概念を構想し，現代

憲法学の源流のひとつとなった R・Smend の憲法理論であろう。彼は，「国家は

統合されているが故に，そして統合されている限りにおいてのみ存在するので

あって，この継続的な過程が，国家の精神的・社会的現実としての本質なのであ

る」
54）という独特の国家観のもと，次のような「国家の統合プロセスの法秩序」

としての憲法概念を示している。すなわち，「このプロセスの意味は，つねに国

家という事象全体を創造することであり，憲法は，このプロセスの一つひとつの

面を法的に規範化したものなのである」
55）。

　ドイツ基本法は，戦う民主主義（21 条 2 項）に代表される憲法制度を導入する

ことにより，ヴァイマル時代における統合の危機の克服を図ってきたと評価する

ことができよう。もっとも，本稿で論じた難民危機の影響を受けて発生した統合

をめぐる諸問題は，当時には存在しなかったものであり，これに対応する憲法上

の特別なしくみが規定されていないことは，いま指摘したとおりである。この問

題に対する対応が万が一成功しなかったときには，再び「統合の危機」が生じる

のかも知れない。上記の Smend 的な国家観によるなら，そのときには新たな憲法

制度が構想されなければならないであろう。

　 1） 　Vgl. Miriam Meckel, Gregor Peter Schmitz, Angela Merkel will „Wir schaffen das“  

nicht wiederholen, in: Wirtschaftswoche, 17. September 2016 （http://www.wiwo.

de/politik/deutschland/fluechtlingskrise-angela-merkel-will-wir-schaffen-das-nicht-

wiederholen-/14556964.html）. なお，ウェブサイトの閲覧日はすべて2016年12月31日。



ドイツにおける難民政策の課題とその憲法的意義（渡邊　亙）140

　 2） 　「難民危機」という表現からも知られるように，「難民（Flüchtling）」という言

葉は，ドイツに避難してきた人間を広く指すものとして用いられることがある。

本稿では，これとは別に，この言葉を庇護法の用法に従って用いることもある

が，その際には，次に引用するドイツの連邦移民・難民庁（BAMF: Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge）の説明にあるような理解に基づいている。「難民の概念

は，日常的には避難をしている人々の同義語として使われている。しかし，庇護

法（Asylrecht）の理解では，難民条約により認定された難民，すなわち庇護手続

が完了して難民の保護を受けている者のみが，これに含まれる。ほかの集団はこ

れには含まれない。（中略）。……連邦庁は，以下の集団の区別を用いている。

　　  ・庇護希望者（Asylsuchende）：庇護申請をしようとしているが，まだ，庇護申請者

として連邦庁に把握されていない者。

　　  ・庇護申請者（Asylantragstellende）：庇護手続に入っているが，まだ手続の結果が

出ていない者。

　　  ・保護権者ならびに滞留権者：庇護権，難民保護または副次的保護を受け，もしく

は送還禁止に基づきドイツに滞留することが許されている者。」（http://www.bamf.

de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahren/Schutzformen/schutzformen-node.html）

　 3） 　Klaus Dienelt, Einführungen, in: Ausländerrecht, 30. Aufl., 2016 XLIV.

　 4） 　Klaus J. Bade, Jochen Oltmer, Deutschland, in: Klaus J. Bade, Pieter C. Emmer, 

Leo Lucassen, Jochen Oltmer （Hrsg.）, Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. 

Jahrhundert bis zur Gegenwart, 2007, S. 155.

　 5） 　Ulrich Becker, in: von Mangoldt/Klein/Stark, Kommentar zum Grundgesetz, Band 1, 5. 

Aufl., 2010, Art. 16 a Abs. 1, Randnummer 7.

　 6） 　Vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Aktuelle Zahlen zu Asyl, Ausgabe: 

Dezember 2015 （http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/

Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-dezember-2015.pdf?__blob=publicationFile）.

　 7） 　Vgl. Becker （Fn. 5）, Randnummer 8.

　 8） 　Vgl. Becker （Fn. 5）, Randnummer 9.

　 9） 　Vgl. Becker （Fn. 5）, Randnummer 11.

　10） 　Vgl. Becker （Fn. 5）, Randnummer 12.

　11） 　基本法 16a 条 2 項以下の規定は，以下のとおりである。

　　  （2）欧州共同体の構成国，又は，その他の第三国であって，難民の法的地位に関す

る協定並びに人権及び基本的自由の保護に関する条約の適用が確保されている国か

ら入国する者は，第 1 項を援用することができない。欧州共同体の外にある国家が，

第 1 文の前提条件に該当する場合については，連邦参議院の同意を必要とする法律

でこれを定める。第 1 文の場合においては，滞在を終了させる措置は，これに対し

て申し立てられる法的救済手続とは独立に，これを遂行することができる。

　　  （3）連邦参議院の同意を要する法律により，その法制度，法運用及び政治状況から

政治的迫害や残酷若しくは屈辱的な処罰若しくは処遇が行われていないことが確実
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であるような国家を指定することができる。かかる国家からの外国人は，政治的に

迫害されていることを根拠づける事実を適示しない限り，政治的に迫害されてない

者と推定される。

　　  （4）第 3 項の場合，及び，明らかに根拠がなく，又は明らかに根拠がないとみなさ

れるその他の場合においては，在留終了の措置の実施は，その措置の適法性の重大

な疑義が存在する場合にのみ，裁判所によってこれを停止する。審査の範囲は，こ

れを制限することができ，時宜を失した申立ては，これを考慮に入れずにおくこと

ができる。詳細は，法律でこれを定めるものとする。

　　  （5）第 1 項ないし第 4 項は，欧州共同体の構成国が，相互間で，及び第三国との間

で締結する国際法上の条約によって，締約国においてその適用が確保されていなけ

ればならない難民の法的地位に関する協定並びに人権及び基本的自由の保護に関す

る条約に基づく諸義務を遵守しつつ，庇護決定の相互承認を含む庇護請願の審査に

関する権限規制を行うことを妨げるものではない。

　12） 　難民の地位に関する 1951 年の条約の全文は，ウェブサイト「国連難民高等弁務

官事務所」に掲載されている（http://www.unhcr.or.jp/html/treaty_1951.html）。以下

の翻訳もこれに依っている。

　13） 　参照，国連難民高等弁務官事務所「難民条約について」（http://www.unhcr.or.jp/

html/protect/treaty/）.

　14） 　Vgl. Becker （Fn. 5）, Randnummer 19.

　15） 　これらの法律について参照，渡辺富久子「ドイツにおける難民に関する立法動向」

外国の立法 264 号（2015 年）64 頁以下。

　16） 　庇護手続法の解説及び翻訳として参照，本間浩「ドイツにおける難民保護と難

民庇護手続法」『外国の立法』216 号（2003 年）66 頁以下。

　17） 　同法の翻訳として，渡辺（註 15）76 頁以下。

　18） 　BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Ablauf des Asylverfahrens （http://

www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/ablauf-des-asylverfahrens-node.

html）.

　19） 　例えば，2017 年 1 月 1 日現在のケーニッヒシュタイン基準の上位および下位の

3 州を示すと以下のとおりである。

　　  1．ノルトラインヴェストファーレン：21,14424％，2．バイエルン：15,53327％，3．

バーデンヴュルテンベルク：12,96662％ … 14．メクレンブルクフォアポメルン：

2,01240％，15．ザールラント：1,21111％，16．ブレーメン：0,95331％

　　  Vgl. BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Erstverteilung der 

Asylsuchenden （http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Erstverteilung/

erstverteilung-node.html）.

　20） 　参照， 渡 辺（ 註 15）71-72 頁。なお，同 判 決 に つ い て は， ウ ェ ブ サ イ ト 

Bundesverfassungsgericht を 参 照（http://www.bundesverfassungsgericht.de/

entscheidungen/ls20120718_1bvl001010.html）。
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　21） 　2015 年 8 月 25 日の BAMF のツイート：「現時点で我々は，シリア国民のタブリ

ン手続を実際には大部分，実施しておりません。」（https://twitter.com/bamf_dialog/

status/636138495468285952）。

　22） 　BVerfGE 01.07.1987 ［157］, 10.08.1989 ［333］. Vgl. Paul Tiedemann, Flüchtlingsrecht: 

Die materiellen und verfahrensrechtlichen Grundlagen, 2015, S. 58 f.

　23） 　BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - Subsidiärer Schutz （http://www.

bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Schutzformen/SubsidiaererS/subsidiaerer-

schutz-node.html）.

　24） 　BAMF - Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – Abschiebungsverbot （http://

www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/AblaufAsylv/Schutzformen/AbschiebungsV/

abschiebungsverbot-node.html）.

　25） 　Bundeszentrale für politische Bildung, Zahlen zu Asyl in Deutschland, （https://www.

bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/218788/zahlen-zu-asyl-in-deutschland）.

　26） 　Sind sie das Volk? Pegida – die Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des 

Abendlandes, in: Bundeszentrale für politische Bildung von 6.1.2015 （http://www.

bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/199153/sind-sie-das-volk-pegida-die-

patriotischen-europaeer-gegen-die-islamisierung-des-abendlandes）.

　27） 　これらの運動自体は Legida （Leipzig），Mügida （München）などと称して PEGIDA

との繋がりを示唆しているが，両者の関係は必ずしも明らかではないようであ

る。Vgl. Reiner Burger, Schwarze Pädagogik, die wir nicht nötig haben, in: Frankfurter 

Allgemeine Zeitung. 12. Januar 2015 （http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/dresdens-

pegida-buendnis-distanziert-sich-von-nrw-ablegern-13364370.html）; Dresdner Original 

distanziert sich von Legida, in: Spiegel Online. 21. Januar 2015 （http://www.spiegel.

de/politik/deutschland/pegida-distanziert-sich-von-legida-a-1014281.html）.

　28） 　Amadeu Antonio Stiftung und PRO ASYL warnen vor Klima der Angst, in: Pro Asyl, 

26. Januar 2015 （https://www.proasyl.de/pressemitteilung/amadeu-antonio-stiftung-und-

pro-asyl-warnen-vor-klima-der-angst/）.

　29） 　Sven Eichstädt, Bachmann muss Geldstrafe wegen Volksverhetzung zahlen, in: Welt 

von 30.11.2016 （https://www.welt.de/politik/deutschland/article159859480/Bachmann-

muss-Geldstrafe-wegen-Volksverhetzung-zahlen.html）.  なお，ドイツ刑法典 130 条（民

衆扇動罪）のうち，本事件に関連する規定（1 項および 2 項）は，以下のとおりで

ある。

　　  ①公共の平穏を害するような方法により，

　　  一　民族的集団，人種的集団，宗教的集団又は民族的由来により定まる集団，住民

の一部及び個人に対し，当該集団や住民の一部に属することを理由に，憎悪を唆し，
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